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個別外部監査の結果報告書 

 

第 1 外部監査の概要 

1.外部監査の種類 

地方自治法第252条の41第1項及び高知市外部監査契約に基づく監査に関する条

例第 3条第 3項の規定による個別外部監査 

 

2.長からの個別外部監査の要求 

(1)要求日 

平成 21年 9月 10日 

 

(2)個別外部監査の要求に係る事項 

国民宿舎運営事業特別会計の事務の執行について 

 

(3)外部監査対象機関 

商工観光部観光課及び財団法人高知市桂浜公園観光開発公社 

 

3.個別外部監査の方法 

本件個別外部監査は、財政健全化法第 26条第 1項の規定により義務付けられて

いる、地方自治法第 252条の 41第 1項の規定に基づく長からの要求に係る個別外

部監査である。具体的には国民宿舎運営事業特別会計の資金不足比率が、経営健

全化基準を超えたことによる、経営健全化計画の策定に先立っておこなわれる外

部監査であり、資金不足比率が経営健全化基準を超えることとなった要因を分析

し、健全化等に向けた課題を抽出することを主たる目的としていることを考慮し

て本個別外部監査を実施した。 

なお、数値についてはデータにより千円未満の処理が統一されていないものが

混在している。特に千円単位のデータを単純に合計したものと 1円単位で合計し

たものを千円単位で表示したものでは結果が 1万円のオーダーで異なるものにな

っている場合がある。しかし大勢に影響はないと判断しあえて統一していない。 

 

4.財政健全化法における公営企業の経営の健全化の概要 

(1)財政健全化法の目的 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律(以下「財政健全化法」という。)

は、第 1条でその目的を、「この法律は、地方公共団体の財政の健全性に関する
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比率の公表の制度を設け、当該比率に応じて、地方公共団体が財政の早期健全

化及び財政の再生並びに公営企業の経営の健全化を図るための計画を策定する

制度を定めるとともに、当該計画の実施の促進を図るための行財政上の措置を

講ずることにより、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的とする。」

と定めている。 

 

(2)公営企業の経営状態の健全化の制度 

公営企業会計の経営が悪化した場合に普通会計に与える影響にも配慮し、財

政健全化法では地方公営企業法適用の公営企業だけでなく法非適用の公営企業

も含めて経営状況を判断することとしている。 

同法は第22条から第24条で経営状況の判断基準である資金不足比率の算定、

監査委員の審査、議会への報告、公表、及び資金不足比率が経営健全化基準以

上の場合の経営健全化に向けた措置について定めている。 

 

(3)資金不足比率の概要 

資金不足比率とは、公営企業ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率

であり、数式で表現すると以下のようになる。 

 

資金の不足額 
資金不足比率 ＝ 

事業の規模 

 

資金の不足額、事業の規模の算定については地方公営企業法の財務規定の適

用の有無により法適用企業と法非適用企業では、その算定方法は若干異なる。  

資金の不足額とは、一般会計等の実質赤字に相当する額である。理解を簡単

にするために非常に大雑把に表現すれば、民間企業の繰越損失に相当するもの

である。 

事業の規模とは、主たる営業活動から生じる収益に相当するものである。 

なお、上記の資金不足額及び事業規模の説明は非常に大まかなものであり詳

細については参考資料 1「資金不足比率の概要」を参照されたい。 

 

(4)経営健全化基準と経営健全化計画 

公営企業ごとの資金不足比率が経営健全化基準(20％)以上である場合には、

資金不足比率を公表した年度の末日までにそれぞれの経営健全化計画を策定し

なければならない。 



3 

 

(5)個別外部監査 

財政健全化法第 26条は、「財政健全化計画、財政再生計画又は経営健全化計

画を定めなければならない自治体の長は、これらの計画を定めるときに、あら

かじめ、当該自治体の財政の健全化のために改善が必要と認められる事務の執

行について、監査委員に対し、地方自治法第 199条第 6項の監査の要求をしな

ければならない。  ――中略――  地方自治法第 199条第 6項の要求に係

る監査について、財政健全化法の規定により財政健全化計画、財政再生計画又

は経営健全化計画を定めなければならない自治体の長は、同項の要求と併せて、

理由をつけて監査委員の監査に代えて、個別外部監査契約に基づく監査による

ことを求めなければならない。」としている。 

このことは、財政健全化計画、財政再生計画、経営健全化計画を作ることに

なったら、外部監査契約による個別外部監査を行わなければならないというこ

とである。 

 

(6)高知市の財政健全化判断比率等 

公表された高知市の平成 20年度の財政健全化判断比率及び資金不足比率は

参考資料 2「平成 20年度の財政健全化判断比率及び資金不足比率の公表」のと

おりである。 

これによれば、高知市の国民宿舎運営事業特別会計の資金不足比率は、

238.0％で経営健全化基準の 20％を大きく上回っている。 

このため、高知市は国民宿舎運営事業について経営健全化計画を策定しなけ

ればならないことになっている。また、この計画を定めるに先立って個別外部

監査を行うことを求められている。 

 

5.外部監査の契約期間 

平成 21年 10月 1日から平成 21年 12月 4日まで 

 

6.外部監査の実施期間 

平成 21年 10月 5日から平成 21年 12月 4日まで 

7.補助者 

坂本有彦 

濱本健太朗(税理士) 
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8.利害関係 

個別外部監査の要求に係る事項につき、私及び補助者は地方自治法第 252条の 29

の規定により記載すべき利害関係はない。 
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第 2 外部監査の結果 

Ⅰ.監査の対象施設及び組織の概要 

1.高知市国民宿舎桂浜荘の概要 

1.施設の概要 

(1)施設の名称 

高知市国民宿舎 桂浜荘 

 

(2)施設の所在地 

高知市浦戸字城山 830番地 25 

なお、当施設は都市公園法及び高知市都市公園条例の規制を受ける高知市桂

浜公園の中に所在している。 

 

(3)施設の概要 

① 敷地面積 

4,798.62㎡ 

 

② 建物面積 

延べ 3,493.99㎡ 

(BF 773.21㎡、1F 542.27㎡、2F 534.41㎡、3F 544.14㎡、 

4F 514.62㎡、5F 514.62㎡、PHF 70.72㎡) 

 

③ 建物設備 

ⅰ) 主要構造 

鉄筋コンクリート造り 5階建て(地下 1階、地上 5階) 

ⅱ) 客室 

バス付き洋室 3室、バス付き和室 2室、バスなし和室 25室、計 30室 

ⅲ) その他の館内施設 

・4分割可能な可動間仕切りの大広間(収容 90名)1室 

・小広間(収容 10名)3室 

・4分割可能な可動間仕切りの大会議室(収容 80名)1室 

・小会議室(収容 20名)1室 

・レストラン(収容 80名) 

・大・中展望風呂(ヘルストン人工温泉) 

・売店 
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ⅳ) 宿泊定員  

宿泊定員合計 122名 

なお詳細は参考資料 3「桂浜荘部屋割・配置図」参照 

 

(4)客室の特徴 

桂浜荘の客室は、30室中 27室が和室であり残りの 3室がバストイレ付ツイ

ンの洋室になっている。和室のうちバスが付いているのが 2室で残り 25室はト

イレのみの設置である。和室は定員 2名の 4.5帖部屋から定員 6名の 12.5帖部

屋まで 5つのタイプの部屋がある。最も多いのが定員 5名の 10帖部屋で 10室

ある。これらの提供客室の特徴としてまっ先にあげられるのが少人数洋室志向

のニーズにマッチしていないということである。 

このため、平成 20年度についてみれば客室の稼働率は 74.3％と高いのであ

るが、宿泊定員に対する定員稼働率は 51.3％となっている。 

 

(5)施設の沿革 

昭和 39年 4月 高知市国民宿舎条例に基づき設置 

昭和 39年 5月 財団法人高知市桂浜公園観光開発公社が受託者として管理

運営開始 

平成  5年 4月 平成 4年度から検討されていた全面改装について正式に工

事施行決定がなされた。 

平成  7年 2月 リニューアルオープン(全面建替) 

平成 18年 4月 財団法人高知市桂浜公園観光開発公社が指定管理者として

管理運営開始 

 

(6)施設の運営 

桂浜荘は地方自治法第 244 条第 1項の規定により住民の福祉を増進する目的

をもってその利用に供するために高知市が設置した「公の施設」である。 

開設以来、財団法人高知市桂浜公園観光開発公社(以下、公社という。)に管

理を委託しており、平成 18年度からは同公社に指定管理者として管理委託して

いる。 

なお管理委託料は従来から実費弁償方式によっており指定管理者となった現

在も同様である。 
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2.主要な営業数値の推移 

以下リニューアルオープン以降の主要な営業数値である。 

(1)利用人数等の推移 

 

宿泊利用客は、高知国体が開催された平成 14年度と営業日数が前年比 3日多

かった平成 19年度を除き一貫して減少している。宿泊利用客が最多だったのは

リニューアルオープン翌々年の平成 8年度で、34,340人の利用があった。これ

に比較し平成 20年度の宿泊利用客 22,793人はその 66％となっている。 

宿泊利用率は宿泊定員に対する実宿泊者の率であるが当初 70％台を記録し

ていたが、宿泊利用者の動向と一致してほぼ一貫した低落傾向を示しておりこ

こ数年は 50％台にまで落ち込んでいる。 

宿泊利用率ランキングは、リニューアルオープン当時は全国 3位を記録した

こともあったが、近年は 10位台まで順位を下げている。 

休憩利用客は企画商品の開発の効果もあってか平成 20年度には過去最多を

記録している。 

会議及び入浴の利用客は非常に厳しい状況を示しており、会議利用客は高知

国体が開催された平成 14年度を除いたピーク時の 58%程度になっており、入浴

利用客はピーク時の 30%程度にまで激減している。 

レストラン利用客についても減少傾向は否定できないが宿泊利用客のピーク

と異なり平成 15年度に利用客のピークを記録している。このことは、当時の分

析記録をみてもその理由は明記されていないのであるが、今後の営業に際し何

らかのヒントになることが隠されている可能性もある。 

合計利用客が最多だったのは、国体が開催された平成 14年度で 92,108人で
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あり、国体需要を除くとリニューアルオープン翌年の平成 7年度に 88,271人の

利用客を記録している。平成 20年度の合計利用客 69,438人は平成 7年に比較

し 79％となっている。 

 

(2)収入金額の推移 

 

合計収入金額が最多だったのは、宿泊利用者客数が最多だった平成 8年度で

458,996千円を計上している。これに比較し平成 20年度の合計収入金額はその

70％となっている。各年の収入金額は宿泊利用客数とほぼ同様の傾向を示して

いるが、これは、収入金額の 65％以上を宿泊客から得ていることと関係してい

ると思われる。 

収入の種類別にみると、ほとんどの種類の収入で著しい減少傾向を示してい

る中で、食事収入は比較的低い減少率になっている。数年前のメニューの入手

が出来なかったため、ここでは事実のみの指摘にとどめ理由の詳細な検討は省

略する。 

 

2.国民宿舎運営事業特別会計の概要 

1.国民宿舎運営事業特別会計の仕組み 

(1)特別会計設置の経緯 

高知市国民宿舎桂浜荘は、昭和 39年 4月に開設されたものである。国民宿舎

に係る収支は当初は高知市の一般会計に含まれていたが平成 7年 2月のリニュ

ーアルオープンに際し、独立採算性による国民宿舎事業の収支の明確化を目的

として国民宿舎運営事業特別会計(以下特別会計という。)を設置した。 
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(2)桂浜荘の運営 

桂浜荘の運営については項を改めて詳説するが、現在は財団法人高知市桂浜

公園観光開発公社(以下公社という。)が、指定管理者として運営を委託されて

いる。 

 

(3)特別会計の歳入 

桂浜荘の宿泊料等の利用料については利用料金制を採っていない。そのため

桂浜荘の宿泊料、飲食料、売店売上等の収入は、高知市と公社の間で取り交わ

されている「高知市国民宿舎宿泊料等徴収事務委託契約」により、利用者から

は一旦公社が収受するが、その後高知市に払い込まれ高知市の特別会計に国民

宿舎使用料及び、諸収入として計上されている。 

 

(4)特別会計の歳出 

① 桂浜荘の運営経費 

桂浜荘の主要な運営経費は指定管理者に支払われる指定管理料であり、特

別会計上は国民宿舎委託料という科目名で一括表示されている。この委託料

以外の運営経費としては特別会計が負担する消費税(公課費として表示)が

ある。 

指定管理者に支払われる委託料(指定管理料)は固定的なものではなく実費

弁償的性格を有しており毎年度公社の決算実績数値で精算している。 

 

② 公債費 

桂浜荘の全面改装に要した事業費総額 1,937,091千円の内 1,882,700千円

は地方債により手当てされているが、この元金に利子 924,331千円を加えた

総額 2,807,031千円は公債費として平成 26年度まで特別会計から償還され

ることになっている。 

 

③ 退職金補助金 

「財団法人高知市桂浜公園観光開発公社職員に対する退職金給付に係る補

助金交付要綱」は、公社がその職員に対して退職金を支給する際にその全部

又は一部について市が補助金を交付することとしている。この退職金を支給

の都度高知市が負担しているのは、税務上の退職給与引当が有税となったこ

とにより、実費弁償方式によっている委託費に引当金繰入額相当額を含めて

精算できなくなったため、退職金支給の都度の精算にせざるを得なくなった
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ためである。 

なお、平成 21年 3月 31日現在の公社職員の退職金の要支給額は 32,208

千円である。 

 

④ 国民宿舎整備費 

原則的には 1件 100万円未満の修繕等の維持管理費は指定管理料に含まれ

るのであるが、この金額を超える場合等の施設の保守管理に要した費用は、

協議を経て市が負担している。 

 

⑤ 運営費補助金 

このほかに特別会計には属さないが、一般会計から公社に対し運営に関す

る補助金が平成 20年度に 256万円支出されている。なお補助要綱によれば、

この補助金の補助対象経費は高知市から公社に派遣された職員に要する経

費等とされている。 

 

2.特別会計の概況 

市の特別会計の設置以来の推移の概要は以下のとおりである。なお、詳細は参

考資料 4「国民宿舎運営事業特別会計の推移」に記載のとおりである。 

 

会計年度経過後、その会計年度の歳入が歳出に対して不足する場合に、翌年度

の歳入を繰り上げてその年度にあてるものを前年度繰上充用金というが、地方公

共団体の決算においては、赤字決算が認められないことに対応して繰上充用によ
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る措置が認められているものである。 

毎年度の決算において前年度分を一旦精算しなくてはならないため、前年度ま

での歳入不足額の累計が歳出に加算されることになり、事業における純粋な単年

度収支差額は⑦であるにも係わらず、表面上莫大な単年度収支不足として表示さ

れている。なお、平成 20年度末の繰上充用金は 1,334,593千円であるがこれは平

成 20年度までの公債費の累計 1,919,547千円の約 70％に該当している。 

これら特別会計の歳入不足額は、一般会計からの長期借入金等により処理する

ことも可能であったが、かつて一般会計の財政状態は良好に保つという考え方が

あったこともあって、特別会計の赤字は特別会計に負担させ続けたためこのよう

な決算結果となっている。 

 

3.桂浜荘の収支及び経営状態(損益)の把握方法 

(1)桂浜荘の収支の把握方法 

桂浜荘の宿泊料等の収入は特別会計に計上されている。一方支出は公社への

委託費が実費弁償的性格であることを考慮すれば、桂浜荘の運営経費の細目を

把握するには公社の収支計算書から数値を把握せざるを得ない。そのため桂浜

荘の収支は原則的に両者の数値を合算して把握することとした。 

なお、収支の実際のデータについては、4.桂浜荘の収支及び損益の状況で詳

説する。 

 

(2)桂浜荘の損益の把握方法 

上記(1)は基本的には資金ベースでの収支の把握であるが、桂浜荘の損益を把

握するには上記の収支計算に、減価償却費の算入、公債費の内の元金部分及び

資本的支出の控除等考慮しなくてはならない。しかし、資本的支出については

その把握が困難であることから、それを別段考慮することなく収支計算の結果

を尊重して損益を把握することとした。 

なお、損益の実際のデータは、4.桂浜荘の収支及び損益の状況に記載してあ

る。 

 

 

3. 財団法人高知市桂浜公園観光開発公社の概要 

1.法人の概況 

(1)法人名   

財団法人高知市桂浜公園観光開発公社 



12 

 

(2)所在地  

    高知県高知市本町 5丁目 1番 45号(高知市役所内) 

 

(3)設立年月日 

    昭和 39年 4月 1日 

 

(4)資本金  

    9,000,000円 

 

(5)沿革 

    昭和 39 年 4 月 高知市の管理に係る桂浜公園を整備開発するとともに、観

光客の誘致を図り、経済の伸展と公共の福祉に寄与するこ

とを目的に設立 

    昭和 39 年 5 月 高知市国民宿舎桂浜荘設置に伴い管理運営を開始 

平成  7 年 2 月 全面改築され、以後利用客が大幅に増加した 

平成 18年 4月 高知市国民宿舎桂浜荘の指定管理者として管理運営開始 

 

(6)事業内容 

以下の内容が(財)高知市桂浜公園観光開発公社寄付行為に定められている。 

① 桂浜公園の整備開発 

② 高知市から委託を受けた施設の管理ならびに事業の施行 

③ 高知市の観光施策に協力する事業 

④ その他、公社の目的を達成するに必要な事業 

なお、従来行っていた桂浜公園駐車場の管理委託は、財団法人高知市都市開

発公社が同事業の指定管理者となったため、平成 17年度を以て終了した。 

 

(7)会計単位 

現在、公社においては以下の会計を設置している。 

① 一般会計 高知市桂浜公園整備事業 

② 特別会計 高知市国民宿舎事業 

 

2.公社の組織体制 

公社の組織図としては指定管理者の応募書類に添付された①「国民宿舎桂浜荘
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組織図」②「国民宿舎桂浜荘運営管理組織体制図」(平成 20年 12月 1日現在)③

「組織図兼職員配置図」(平成 21年 10月 19日現在)の 3種類の組織図を入手した

が、①および②は、桂浜荘の組織図となっており、支配人以下の階層の記載しか

なく公社の組織図とはなっていない。また、③は人員配置図の体裁となっており、

指揮命令系統等が明示されたものにはなっていない。 

各種の資料から総合的に作成した組織図は以下の様になる。 

 

 

3.公社の財務状態 

(1)公社の財産の状況 

以下の表は、公社の高知市国民宿舎事業特別会計に係る貸借対照表の推移の概

要を表したものである。なお、詳細は参考資料 5「公社の財務状況」として添付

してある。 

 

公社の財産は、宿泊料等の未収入金(カードによるものがほとんど)と未払金

の精算資金としての預金であり、負債は事業費の未払金と宿泊料等の市への未

清算金であり、独自の資産形成は一切なされていない。このため、退職金引当

の資産や、設備更新のための内部留保は一切ない。 
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(2)公社の収支の状況 

以下の表は、公社の高知市国民宿舎事業特別会計に係る収支の推移を表した

ものである。なお、詳細は参考資料 5「公社の財務状況」として添付してある。 

 

公社の受託料収入は実費弁償方式によっており、事業費のすべてが市から交

付されており、剰余金は一切発生していない。なお、宿泊料等に対する事業費

の割合は 90％を超えており、決して低いとはいえない状態が続いている。 

 

4.桂浜荘の収支及び損益の状況 

1.桂浜荘の収支の状況 

公社と特別会計を合算した桂浜荘の収支の概況は以下の様になる。なお、詳細

は参考資料 6「桂浜荘の収支」として添付してある。 

公債費まで含めた単年度資金収支は近年ではほぼ毎年 1億円を超える支出超過

となっており、その累計は平成 20年度末で 13億 3千万円を超えている。しかし、

公債費を除いた収支でみると多額の退職金が発生した平成 17年度と、大規模改修

を行った平成 18年度を除いては、毎年 2千万円を超える収入超過となっており、

その累計額は、平成 20年度末において 5億 8千万円を超えている。このことは平

成 20年度までに支出した約 19億 2千万円の公債費の 30％が桂浜荘の収入から支

払われたことを表している。 
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2.桂浜荘の損益の状況 

公社と特別会計を合算した桂浜荘の損益の概況は以下の様になる。なお、詳細

は参考資料 7「桂浜荘の損益」として添付してある。 

 

償却・利払前の利益では、収支と同様多額の退職金が発生した平成 17年度と、
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大規模改修を行った平成 18年度を除いては、利益を計上している。しかし平成

10年度頃に比較すると 4割以下にまで減少しており、特別な支出を考慮すればこ

こ 6年間は 2千万円台の利益にとどまっている。 

この利益に減価償却費を考慮した償却後利益の状態は、当初は比較的優良な結

果を示していたがここ数年は赤字に転落しており、平成 20年度末の償却後利益の

累計は 21,439千円となっている。このことは、施設のコスト(償却費)は賄えてい

たが、今後、抜本的な経営改善がない場合、それすら賄えなくなる可能性を示し

ている。 

償却・利払後の利益では、すべて赤字を計上しており平成 20年度末において

799,900千円の繰越損失となっている。この金額は累計の利子支払額 823,606千

円と近似した金額となっており桂浜荘においては資金のコスト(金利)は、負担す

ることが出来ていないことを示している。 
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Ⅱ.外部監査の結果 

1.施設改築計画当時の収支計画について 

(1)国民宿舎桂浜荘改築収支計画(試算)について 

平成 5年 2月 18日付けの「国民宿舎桂浜荘改築収支計画(試算)」 (以下平成

5年分という。)は、同年 3月の市議会に資料として提出されたものであるが、

改築に関する資金面の根拠となるものであり、改築計画の採択にあたって重要

な位置を占めた資料であったと思われる。 

同計画はその後、平成 7年 1月 27日に収支差額をさらに約 60％上方に修正

する見直しがなされた(以下平成 7年分という。)。これらの計画自体は参考資

料8および参考資料9として添付してあるが、その概要は以下のとおりである。 

 

平成 7年分は基本的には平成 5年分と全く同一の基礎数値に基づいて予測計

算を行っているが、起債元利償還金が実績にあわせて補正されたこと、および

収入単価が若干上方に修正されたことの 2点で異なっている。 

両者とも起債の償還中は資金的には余裕が無く、最大で 1億 4千万円(平成 7

年分)から 3億 1千万円(平成 5年分)の累積の赤字が発生している。しかし償還

が終了すると黒字に転換し、予測最終年の平成 30年度末には 7億 5千万円(平

成7年分)から4億7千万円(平成5年分)の累積の黒字という結果になっている。 
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(2)改築計画当初の収支計画の基礎数値 

平成 5年 2月 18日付けの「国民宿舎桂浜荘改築収支計画(試算)」 の予測に

際しての前提事項は以下の諸点である。 

 

宿泊客数が 43,300人となっているが、この数字は客室宿泊定員 122人／日に

大小広間定員 48人／日を加えた 170人／日を宿泊可能定員とし、この宿泊可能

定員の 70％の稼働率から算定されたものである。 

一般論として国民宿舎の広間の施設の中での位置づけは、宴会や集会それに

レストランでの食事以上のサービスを求める利用者に対する食事の提供場所で

あり、主要な宿泊施設としては位置づけられていない。実際、財団法人高知市

桂浜公園観光開発公社の事業報告書に記載された宿泊利用率の計算も当然に

122人の定員を基礎に算定されたものが記載されている。改築計画の際に作成

された収支計画の広間まで含めた 1日 170人の宿泊可能定員については、市が

設定した独自の指標と言わざるを得ず、一般的な指標とはいえない。 

 

(3)改築計画当初の収支計画と実績数値の比較 

収支計画と実績数値をリニューアルオープンから平成 20年度までを比較し

たものが以下の表である。 
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収入に関し収支計画を実績数値と比較すると、当初は達成率 90％台を維持し

ていたが、その後は一貫して低落し、平成 20年度においては 55％の達成率と

なっている。 

一方支出は収入の達成率が低いにもかかわらず、比較的高い達成率になって

いる。そのため収支差額においては非常に低い達成率しか実現できていない。 

収入の達成率が比較的高かった平成7年度から平成10年度の収支差額の達成

率は最高 73.7％で最低ではマイナス 161％となっているが、金額では計画比マ

イナス 37,192千円であった。平成 20年度末の収支差額の累計は、計画比マイ

ナス 500％と大幅な乖離を示すこととなっている。 

 

(4)当初計画時の収支見込みの問題点 

施設改築計画当時の収支計画については、上記で検討したとおりであるが、

指摘するまでもない大きな問題点が存在しており以下にまとめておく。 

① 1日 170人の宿泊可能定員について 

平成 5年 2月 18日付けの「国民宿舎桂浜荘改築収支計画(試算)」は、客室定

員122名の他に大小広間に48名宿泊可能として170名を宿泊可能定員としこれ

を基礎として収支計画を立てている。しかし広間の位置付けに計画時点で基礎

的誤解があったのではないかという疑問がある。 

国民宿舎であっても宿泊機能はあくまで客室が受け持つものであり、広間は

宴会対応や宿泊客の夕食対応が目的である。広間の宿泊機能はあくまで客室の

バッファーとしての機能であり、臨時の宿泊施設と理解すべきである。そのよ

うな機能として計画すべき 10帖の小広間 3室と約 80帖の大広間に、年間を通

して毎日 30人以上の宿泊客を収容するという計画がいかに現実離れしたもの

であるかということは、十分に判断できたのではないかと思われる。 

計画段階で広間にまで一定の宿泊機能を担わせることは計画自体の実現可能

性を大きく損なうものであると言わざるを得ず、基礎的部分で大きな誤解のも

と計画が策定されたのではないかと疑わざるを得ない。 

 

② 1日平均 119人の稼働の実現可能性について 

ⅰ) 客室稼働率からみた実現可能性  

計画当時の全国ナンバーワンの客室稼働率の国民宿舎は茨城県の茨城県

立国民宿舎「鵜の岬」であり、その客室稼働率および全国平均の客室稼働

率は以下のとおりであった。なお、ここにいう客室稼働率は実宿泊者数を

客室定員数で除したものであり、高知市の計画における宿泊可能定員では
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ない。 

 

高知市の計画における宿泊者数は上記客室稼働率と同じ基準で計算する

と 1日あたり定員 122名、年間フル稼働定員 44,530人に対し 43,300人の

宿泊客を見込むという97.2％という当時の全国1位の施設の客室稼働率を

上回る高い率となっており、全国平均に比較すれば桁違いに高い率となっ

ている。この高知市の計画した客室稼働率の実現可能性は、常識的判断の

範囲内では相当に困難であろうという予測は可能であったと思われる。 

桂浜荘の当初の収支計画は、その後の実績数値と比較しても明らかなよ

うに一般的な計画では考えられない高率の稼働率を前提に作成されている。 

 

ⅱ) レストランの定員からみた実現可能性  

収支計画の基礎である 1日平均 119人の宿泊客に対し、レストランは 80

席でありすべての客が同時に食事をしようとすれば少なくとも毎日 40人

は食事場所がないことになり、自室等で食事をしてもらわざるを得ないこ

とになる。 

国民宿舎のサービス形態としては夕食時間中に和室に布団を用意すると

いうことが一般的であると思われるが、桂浜荘では夕食が終わって食事の

後かたづけをした後、布団を用意するという新しいサービス形態となるこ

と、それに対する人的負担はどうなるのか等を含めて十分な検討をしてい

るとは思われない。 

このような施設においては、机上の計画では 1日平均 119人の宿泊客は

可能かもしれないが、施設面からみて実現することは困難と認めざるを得

ない。 

また、さらに疑問を呈すれば、接客を業とする施設を計画するものとし

て、宿泊客のニーズを全く無視している様なサービスの提供であることに

気づかないことが不思議でならない。 

 

ⅲ) 需要動向の変化からみた実現可能性  

その大広間に計画当時すでに宿泊施設の需要動向は変化を見せてきてお
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り、少人数、洋室志向傾向が強まっていたことは旅館とホテルの提供室数

の動向などをみても明らかであった。観光宿泊施設そのものに対する需要

の多様化傾向は、当時の他の施設自体の多様化といった動向からも察知す

ることは可能であったと思われる。 

このような状況の中で桂浜荘は平均の 1室あたりの定員が 4人を超える

30室の客室しか擁していない施設である。このことは、非常に限定的なニ

ーズの客層にしか対応できない施設であるということも出来る。 

このような需要と施設のアンマッチな状態から、計画の宿泊客の実現は

相当に困難と思われる。 

 

③ 施設面からみた計画の矛盾 

収支計画は、ほぼ 100％の客室稼働率を前提としている。このため、計画

と施設の間に様々な矛盾が発生しており、施設面の制約を十分に考慮した結

果として実現可能性が慎重に検討された収支計画になっているとはとうて

い認められない。 

すなわち計画の宿泊客数を確保するには宿泊場所を確保するため広間を本

来目的である宴会や食事以外の用途に転用する必要があり、その広間におけ

る宴会や食事が困難であるとして会議室を食事場所に転用することが、計画

当初から計画に織り込まれているということは、計画自体が矛盾を含んでい

ると指摘せざるを得ない。 

 

④ 当初計画の大きな問題 

本改修計画がねられた時期は、バブルの崩壊が顕著になった時期と重なっ

ている。一方で、まだバブル期の幻想ともいえるものの影響も強く残ってい

た時期であった。しかしそのような時代背景が計画の問題の言い訳となるこ

とはない。 

一般には、収入の見込額は投下資本の大きさを規制する。すなわち、投下

資本は収入見込額に見合ったものでなければならない。したがって収入見込

額の推定計算は慎重を期するべきことであることは言うまでもなく、収入予

測金額を一つの金額として提示することは、誤解を招くこともあるため意思

決定に際しては、最悪のシナリオと最善のシナリオの幅の間で検討されるべ

きである。しかし、桂浜荘の収入の計画はまさに最善の理想的なシナリオに

よっていたことは異論の余地がない。 

収入の計画がいかに根拠のないデータを基礎に作成されているかについて
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は以上の検討で十分に明らかであり議論の余地はないと思われる。 

このような、今だからいえるといった結果論ではなく、当時のデータによ

っても明らかに不自然な収入の計画の問題点を、十分に追求することなく、

荒唐無稽とも言える計画を基礎に建築(改装)計画を承認し遂行した当時の

議会も含めた市当局の責任は重大であると言わざるを得ない。 

    

 (5)問題点の認識と総括の必要性 

桂浜荘の改修に際しその意思決定過程を誤解や批判をおそれず大胆に推理す

ると、まず、高知市の都市公園たる桂浜の高台に建つ国民宿舎桂浜荘のイメー

ジがあり、そのイメージに沿った外観が計画された。その外観が先ずありきの

計画であったため、実際の建物内の施設の配置や割り振りは二の次になったき

らいがあり、例えばオペレーションの観点から非常に非効率的な厨房とレスト

ランの配置や、配膳台自体のない厨房といった内部施設になった。 

ハード面での計画と平行して先ず建築予算ありきで、償還金額をまかなうこ

との出来る収入予算が立てられた。その結果としてほぼ 100％の客室稼働率と

いうほぼ実現不可能な計画になってしまった。 

ここの部分はあまりにも推測の部分が多く、このような報告書に記載するに

はふさわしくないことは承知で記載しており、また当時事業に係わった方々の

名誉を損なう部分があれば深くお詫びしなければならないがあえて記載してい

る。 

市当局は、当初の計画の危うさを明確に認識し、当時の計画の見通しの甘さ

について市民に対し誠実な説明をする必要がある。次いで問題点に対する基礎

的で的確な対応策を実施した後でなければ、一経営体としての桂浜荘の経営改

善は、いかに権威付けした経営改善策を策定しようとも、基礎的で重大な欠陥

には全く対応できていない単なるその場しのぎになってしまいかねない。 

基礎的で的確な対応策とは、当初計画を今一度見直し、一般的な国民宿舎が

実現可能な収入を基礎として算定した建築費を超える部分は観光振興設備と位

置づけて一般会計の負担とする等の措置のことである。 

現在の桂浜荘の運営に起因する不採算性については現在の経営陣の責任とす

ることは当然であるが、過去の計画の問題によるツケは現在日々経営にあたっ

ている経営陣の責任とは言いかねる部分がある。原因と結果の因果関係を明確

に区分して認識し対応しない限り、せっかくの経営改善の努力も的確に評価さ

れがたく、基礎的欠陥の影響による部分に渾然一体となって埋没しかねない。

桂浜荘の現在の経営状態を的確に把握し判断するには、過去の明らかな失敗部
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分について、一定のリセットをする必要もある。 

 

2.桂浜荘の資金不足比率について 

(1)平成 20年度高知市国民宿舎運営事業特別会計の資金不足比率 

① 資金不足額の計算 

桂浜荘の場合、資金不足額は次の算式で算定できる。 

資金不足額＝繰上充用金－解消可能資金不足額 

解消可能資金不足額＝累積元金償還額－累積減価償却費 

 

平成 20年度末における各々の金額は繰上充用金 1,334,594千円、累積元金

償還額 1,095,940千円、累積減価償却費 526,656千円であり、これから桂浜

荘の資金不足額は次のように算定される。 

 

解消可能資金不足額＝1,095,940－526,656＝569,284千円 

資金不足額＝1,334,594－569,284＝765,310千円 

 

② 事業の規模 

桂浜荘の事業の規模は国民宿舎使用料と雑入の合計であり 321,543千円と

算定される。 

 

③ 資金不足比率 

以上から桂浜荘の平成 20年度の資金不足比率は 765,310÷321,543＝238％

と算定される。 

 

(2)資金不足比率が経営健全化基準以下となる見込みについて 

将来の資金不足比率を計算する場合、算定要素のうち累積元金償還額と累積

減価償却費は一応確定しているが、繰上充用金と事業の規模は将来の営業実績

により変化するため一定の前提のもと予測数値を設定しないと資金不足比率を

算定することが出来ない。 

財政課が現在の収支の状況を前提に推計計算した結果が以下の表である。こ

の推計によれば資金不足比率は 30年後の平成 50年度においても 150％を超え

ており、資金不足比率が経営健全化基準以下となるのは 41年後の平成 61年度

頃になると思われる。 
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(3)資金不足比率を経営健全化基準以下とするための取り組み 

資金不足比率を経営健全化基準以下とするための根本的な取り組みは、営業

収支の改善であるが、このほかに、一般会計からの繰入により特別会計の数理

上の状態を改善する方法がある。 

抜本的対策とはいえないが、高知市では平成 21年度から特別会計での重荷と

なっている資本費部分を一般会計が負担することを検討している。具体的には

施設整備の財源とした起債(約 18.8億)について、一般会計で一度に負担できる

余力がないために15年分割で繰入するという考え方で今後毎年126百万円の繰

入をおこなうこととしている。この繰入により平成 29年度には資金不足比率が

20％を下回ることになるとみられている。 

 

(4)一般会計繰入金の根拠および計画 

① 一般会計からの繰出の根拠 

高知市では、一般会計からの負担（繰出）の法的根拠として、地方財政法

第 6条但し書きによる「災害その他特別の事由がある場合において議会の議

決を経たときは、一般会計又は他の特別会計からの繰入による収入をもって

これに充てることができる。」の規定が該当するものとしている。 

この一般会計からの繰出の考え方の基本は、「公営企業は企業であるが、あ

くまでも地方公共団体が住民の福祉増進のために経営するものであるため、

災害の復旧やその他特別の事由により、公営企業に資金の必要を生じ、でき
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得る限り企業経営の合理化、効率化に努めても、なおかつ企業のみの収入で

はまかなえないような場合にも、独立採算制を建前とするゆえをもって他会

計からの繰入を機械的に遮断し、企業を破綻させることは適当でないからで

ある。」（地方財政法逐条解説・ぎょうせい）というものである。 

② 今後の計画 

     高知市では、従来から国民宿舎運営事業特別会計の累積赤字増加の懸念は

あったが、運営収支黒字で少しでも償還財源が確保されていることや、一般

会計の負担能力も勘案し、経営改善に努めながら経営を続けていくこととし

ていた。しかしながら平成 19年度に地方公共団体の財政の健全化に関する法

律が施行されたことに伴い、特別会計の資金不足比率の早期改善が望まれて

いるものである。 

このことから、国民宿舎運営事業の収益的収支における黒字化を目指すた

めさらなる経営改善を図ることを条件として、一般会計債の発行が許可され

ていること、桂浜荘の本市観光振興に果たす役割にも鑑み、高知市は、建設

改良費の財源とした起債償還の元金部分に対して繰出をしていきたいと考え

ている。 

 

3.桂浜荘の売却可能性について 

(1)経営を継続した場合の回収見込み金額の現在価値計算 

 

この表は、例えば回収期間 7年で年間回収見込額が 20,000千円の場合、予定

利率が 1％であれば 7年間の回収金額の現在価値は 134,564千円になるという

ことである。 
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この金額は、桂浜荘を売却しようとする際の売却価額の目安となるものであ

る。最も現実的な金額で表現すると、今後高知市が年間回収見込額 30,000千円

で15年間営業を継続しようとした場合高知市には総額で450,000千円の資金の

流入があるわけであるが、この期間に 2％の予定利率が見込まれるとすれば最

低 385,478千円で売却しなければ損失が発生するということである。 

なお、予定利率は、今後事業を継続した場合の危険率を加味したものとして

8％とか 10％を設定して意思決定することも可能である。 

 

(2)同種施設の売買実績からみた売却可能価格 

下の表は四国内の最近の売買実績の一部である。すべて土地付きの売買であ

り土地価格の目安を大きく上回っているのは、徳島厚生年金会館と高知社会保

険センターのみであり、その他は目安以下ないしほぼ目安の金額に近い金額で

売買されている。 

 

 

(3)売却の可能性について 

桂浜荘は都市公園内の施設であり都市公園法の制約を受けるため土地付きで

の売却に困難が伴うと思われるとともにその後の利用に際しても施設を自由に

増改築できない等の制約の大きい施設である。 

以上の検討だけでは不十分かもしれないが桂浜荘を今後桂浜荘が稼得する収

入以上の金額で売却できる可能性は相当に低いと言わざるを得ない。 

 

4.一般会計からの繰入の方法についての提案 

現在の高知市の繰入の考え方は、建築資金についてはすべて補助金として対応

しようというものであるが、これでは特別会計を設置した意味がまったくないこ

とになってしまいかねない。 

一方、すでに支出済の繰上充用金 1,334,593千円については新たな財政負担は

発生せず、会計間の付け替え作業で解消することは可能であると考えられ、わざ



27 

わざこの先何年かに分割して繰入する必要性は見いだせない。 

さらに、今後発生する可能性のある資金不足についても特別会計で償還できな

い部分については最終的に「高知市」が負担しなくてはならないことは間違いな

いのであるが、特別会計の経営努力が反映されない繰入の基準は、特別会計を維

持する意味すら失いかねない。 

また、基本的なことであるが、地方公営企業法第 17条の 3に規定される負担区

分に基づかない一般会計等からの繰入は厳格に運用すべきであり安易な赤字補助

等は、理解が得られにくいものである。 

それらのことを考慮して、特別会計による独立採算性の主旨を尊重し、今後の

経営努力の指標となるように、過年度の繰上充用金および今後発生する可能性の

ある資金不足について以下のような基準で一般会計が負担することとすることを

提案する。 

(1)負担の基準について 

特別会計への繰入は、負担区分に基づかない一般会計等からの繰入に該当す

るが少なくとも説明可能な基準による必要があると思われる。今回の一般会計

の負担については以下のような基準によることを提案する。 

① 当初計画の見直し 

当初の計画から見直し、無理のない経営計画の範囲で特別会計が負担可能

な建設費を上回る部分は、観光振興施設の整備と位置付け一般会計の負担と

する等負担割合を検討する。ただし、厳密な精査に基づいた理論的な基準を

提示することは困難であるとともに、今となってはあまり意味が無いと思わ

れる。従って当初の収支計画が広間部分の宿泊機能を過大に評価し、ほぼ

100％の客室稼働率を前提として作られていたが、当初の稼働率 70％を客室

定員に限定して適用することとし、非常に乱暴ではあるがこの際建設資金の

70％を特別会計の負担とする。 

 

② キャッシュフローに対する配慮 

損益とキャッシュフローは全く別のものととらえ、健全な経営をおこなっ

た場合将来返済可能な部分については貸付金として処理する。具体的には、

減価償却費を上回る元本返済部分については、将来の返済を前提に貸付金と

する。ただし本貸付は繰越金がある間は実施しない。 

 

③ 金利補助 

金利が高い部分については、借換等による対応が困難なことを考慮し長期
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プライムレートとの差を利子補給補助により対応する。 

 

④ 現在の繰上充用金の処理 

現在の繰上充用金についても、補助金と貸付金に振り分ける。ただし、過

去の部分について厳密な精査に基づいた数値を算定することの意味は見いだ

しがたく上記①に従い原則的に 70％を特別会計の負担とする。 

 

⑤ 退職金、国民宿舎整備費 

     特別会計では、上記②により繰上充用金のある間は資金の留保が認められ

ないため退職金、国民宿舎整備費については、上記②に準じて貸付金として

処理する。 

 

⑥ 特別会計の意味 

その結果、繰上充用金は特別会計の経営不成績部分を明確に表示できるよ

うにする。 

 

(2)負担の基準に従った場合の特別会計の状態 

上記(1)の基準で一般会計が一定の負担をした場合の特別会計の平成 20年度

末の状態は以下の様になる。その結果の詳細は以下の表「改訂国民宿舎事業特

別会計の推移」であり、その計算過程の詳細は参考資料 10「負担計算」として

添付してある。 
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この結果によれば、特別会計の平成 20年度末の繰上充用金は 63,189千円と

なり、一般会計からの公債費貸付金残高は 291,208千円、退職金貸付金残高は

42,606千円、施設整備貸付金残高は 49,832千円となる。また開業費負担金は

70,000千円、一般会計負担金累計額は 575,185千円、利子補給金累計額は

242,573千円となる。なお、これらの円単位の金額は参考資料 10「負担計算」

の確認欄に記載してある。 

なお、実際の計算による前提等は以下のとおりである。 

① 平成 6年度の休業期間中の負担として 7,000万円を一般会計の負担とした。 

② 公債費は建設費の 70％を特別会計が負担するという前提から、元本、金利と

も 70％を特別会計の負担とし残りは一般会計からの補助金とした。 

③ 利子補給分は上記②で計算した負担分を考慮し、さらに実際の金利と返済時

期の長期プライムレートで計算した金利の差額を一般会計が補助することと

した。 

④ 返済先行分は総投資額から計算した定額法(耐用年数 47年)による減価償却

費の 70％と返済元本の 70％を比較し算出した。 

なお、繰越金がある場合は繰越金の範囲で貸付金は減額した。また千円未満

については切り捨てした。 

 

(3)今後の桂浜荘の経営計画の目安としての利益について 

以下の表は、上記(2)と同様の基準で今後の 15年間を推計したものである。 

 

この推計によれば、一般会計からの補助等にもかかわらず 15年後においても
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約 297,143千円の一般会計からの借入金が残ることになっている。このことは

さらに毎年 2千万円近い収支の改善をしなければならないことを意味している。

さらに、桂浜荘では少なくとも数年内には老朽化した空調設備の改修が避けて

とおれない。また将来施設を取り壊して跡地を最低限更地とするための費用が

約 7,900万円(※)見込まれている。 (※)今回の外部監査に際し高知市が試算した金額。 

財政面での制約は別として、事業としての成果を評価するには比較的適した

指標になると考え以上のような提案をおこなう。 

 

5.指名による指定管理者の指定について 

(1)高知市の指定管理者の募集方法の原則 

高知市は平成 17年 3月に策定した「指定管理者制度対応方針」の中で募集の

方法についてⅡ 指定管理者制度に対する高知市の考え方の 3 制度導入手続に

関し以下のように定めている。 

 

Ⅱ 指定管理者制度に対する高知市の考え方 

3 制度導入手続 

(1)―――省略――― 

(2) 募集の方法 

指定管理者(候補者)の募集は、告示、広報紙あかるいまち、ホームペー

ジなどを活用することにより、原則として公募するものとする。また、

直営施設(一部業務委託を含む)の場合は、市場環境等が整えば、指定管

理者制度への移行を検討していくとともに、可能な部分についての、積

極的な業務委託を行っていく。 

(3) 公募によらない指定管理者(候補者)の選定等 

公の施設の管理上緊急に指定管理者を指定しなければならないとき、公

募を行わないことについて合理的な理由があるときは、公募外の選定を

行うことができることとする。 

○ 申請した団体の中に指定管理者として適当な者がないと認めるとき。 

○ 指定管理者の候補者に選定された者を指定することが不可能となり、

又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。 

○ 当該施設の性格、規模、機能により、施設の管理運営を通じて地域

活動等との関わりを政策的に推進する必要がある場合は、現在の委

託団体を選定できるものとする。 

○ 本市が出資しているいわゆる外郭団体が受託している公の施設の管
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理運営については、外郭団体が経営改善に向けた抜本的な見直しを

進めている場合は、18 年 4 月の指定においては、現在の委託団体

を選定できるものとするが、次回の指定においては、公募を原則と

する。 

 

すなわち、この方針に従えば桂浜荘については平成 18年 4月の指定において

は、当時の委託団体である公社を選定できるものとするが、次回の指定におい

ては、公募を原則とするということになる。 

 

(2)指名による指定管理者の指定の経緯 

しかし高知市は、桂浜荘の指定管理者の選定にあたり 平成 21年 4月からの

指定についても公募によらず、指名により公社を指定管理者として指定してい

る。以下はその理由書である。 

財団法人高知市桂浜公園観光開発公社を指名する理由 

財団法人高知市桂浜公園観光開発公社は、桂浜の振興を目的として

昭和 39年に設立された。当公社は、昭和 39年 5月の営業当初より国

民宿舎桂浜荘の管理運営を行っており、開業以来多くの市民や観光客

に利用され、高知市並びに桂浜の観光振興を支えてきた。しかし桂浜

荘は、旅行形態の変化や長引く景気低迷の影響により、近年宿泊数、

売上額の減少が続いている。そうした状況に対応するため、以前より

公社では、平成 16年 1月に「高知市国民宿舎桂浜荘経営改善検討委員

会報告書」を受け、平成 17年 5月の経営改善方針、10月の経営計画

の具体的方策と、指定管理者制度に対応するため、平成 18～20年度の

経営改善策の策定に取り組んできた。具体策は、現場職員を中心に、

経費削減、商品開発、職員の意識改革、サービス向上による利用客の

増加策、民間からの支配人の招聘による経営体制の強化等、実現可能

な計画を策定し、指定を受けるべく準備を進めてきた。この中には、

正職員の早期勧奨退職や業績手当の全額カット等が含まれ、相当な覚

悟で再建に取り組んでいる。また当公社は、長年の管理運営にかかわ

ったノウハウをもち、地域の実情を熟知、平等利用の確保の観点や、

市の事業展開に柔軟に対応ができる面もある。これらのことから、当

面多様なサービスに柔軟かつ迅速に対応ができ、現在、経営の正常化

に向け、確実に計画を実行していることから、指定管理者として財団
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法人高知市桂浜公園観光開発公社を指名するものである。 

 

この理由書によれば当公社は、長年の管理運営にかかわったノウハウをもち、

地域の実情を熟知、平等利用の確保の観点や、市の事業展開に柔軟に対応がで

きる面もあることから、当面多様なサービスに柔軟かつ迅速に対応ができるこ

と。および、現在、経営の正常化に向け、確実に計画を実行していること。か

ら、指定管理者として公社を指名するとしている。 

 

(3)平成 18年 4月から平成 21年 3月の営業成績の評価 

以下の表は高知県統計書による「県外入込客数」および高知県中央域の宿泊

施設利用状況調査による「宿泊施設利用状況」である。 

(単位：人) 

  県外入込客数 宿泊施設利用状況 

Ｈ16年 3,078,428 － 

Ｈ17年 3,069,983 － 

Ｈ18年 3,220,197 904,311 

Ｈ19年 3,047,912 838,874 

Ｈ20年 3,053,196 881,419 

一方以下の表はすでに概況においてふれた、桂浜荘の収入および利用客数の

推移である。 

 

高知県中央域の宿泊施設利用状況によれば平成 20年度の宿泊客数は土佐二

十四万石博のあった平成 18年度に比較し 97％であるのに対し桂浜荘の宿泊者
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数は 92％にまで落ち込んでいる。県外入込客数の比較では入込客数は平

成 20年の入込客数は平成 16年に比較し 99％となっているが桂浜荘

の総収入は 90％にまで落ち込んでいる。 

上記以外に他の施設と比較するのに有効な資料は入手できなかったのである

が、桂浜荘自体のデータでも宿泊者数、収入金額等の傾向は十分な営業活動を

裏づけるまでには至っていない。また、収入対経費の比率は先にも触れたが

90％台を維持しており悪化の傾向すら見られる。 

これらのデータからは、公社が他の企業より明らかに優位性のある桂浜荘の

経営をおこなったと認めることはなかなか難しい。高知市が平成 21年度からも

原則を覆して、指名で公社を指定管理者に指定したことの妥当性の根拠として

数字的には簡単には納得できない結果となっている。 

 

(4)指定管理者の公募について 

高知市では、公社は「長年の管理運営にかかわったノウハウをもち、地域の

実情を熟知、平等利用の確保の観点や、市の事業展開に柔軟に対応ができる面

もあることから、当面多様なサービスに柔軟かつ迅速に対応ができること。」と

して指定管理者に指名している。 

しかし、桂浜荘の指定管理者の要件として、文化財の管理といった経済性の

みの追求では理念を実現しにくいものは要求されていない。また、ホールの管

理や競技場の管理といったいわゆる「箱物」の管理でもない。さらに、指定管

理者として受託可能なノウハウや組織を有している、いわゆる受け皿は、ホテ

ル業者や観光施設の管理運営業者として社会的に十分成熟している。現実に高

知県内ではベルリーフ大月、雲の上のホテル、オーベルジュ土佐山、足摺テル

メ等同様の施設で民間企業が指定管理者となっている例もある。 

そもそも指定管理者制度導入の目的は「公の施設」の管理運営に民間の能力

を活用し、住民サービスの向上や経費の節減等を図ることである。桂浜荘の経

営手法のドラスティックな変革や利用料金制の導入による効率化等を考慮する

と、他の民間企業に管理を任せる方が指定管理者制度を導入する効果が大きい

とも思われる。従来から管理委託を行っていた公社が指定管理者となるメリッ

トはそれなりに理解できるものの、施設の民営化を検討する以前に、まず指定

管理者の公募について具体性を以て検討すべきである。 

 

6.部門別損益計算 

以下の表は、先に触れた桂浜荘の損益の状況で作成した損益計算書を基に作成
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したものであり、平成 20年度の特別会計の収入金額を収入計上額とし、平成 20

年度の公社の収支計算書における事業費を直接経費として直接事業損益を算出し、

さらに当初の投資額から算出した減価償却費と公債費のうちの利息部分を算入し

て部門別に原価計算したものである。ただし、桂浜荘の損益の状況からは、その

他収入、雑収入、運営費補助金収入、国民宿舎整備費は算入していない。 

なお、事業費の配賦基準の詳細は参考資料 11「部門別損益計算の配賦基準」に

記載してある。 

 

(1)直接事業損益の状況 

収入金額はトータルでは321,557千円であり、部門別には宿泊部門が120,439

千円、食事部門が 155,933千円、飲料が 23,863千円、売店が 19,850千円、会

議休憩が 1,468千円の収入を計上している。比率では宿泊部門が 37.5%、食事
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部門が飲料も含めて 55.9％、売店その他が 6.6％の収入を計上している。 

直接事業費は材料費が 82,528千円、人件費が 134,269千円、物件費が 84,284

千円であり収入に対しそれぞれ 25.7％、41.8％、26.2％の比率となっている。

人件費についてＴＫＣ経営指標平成 21年指標版旅館ホテル業の人件費比率

38.9％と比較すると若干高い比率となっている。 

直接事業費はトータルでは 301,078千円であり、部門別には宿泊部門が

87,096千円、食事部門が 168,301千円、飲料が 22,615千円、売店が 19,731千

円、会議休憩が 3,335千円となっている。 

その結果、直接事業利益はトータルでは 20,476千円であり、部門別には宿泊

部門が 32,342千円の利益、食事部門が 12,369千円の損失、飲料が 1,246千円

の利益、売店 118千円の利益、会議休憩が 1,867千円の損失となっている。こ

の直接事業利益はいわばキャッシュフローとほぼ同様の内容となっている。 

 

(2)償却後利益の状況、利払い後利益の状況 

減価償却後の利益はトータルでは 17,878千円の損失を計上している。部門別

には宿泊部門が 9,947千円の利益を計上している以外すべての部門で損失とな

っている。 

利払い後の利益はトータルでは 52,151千円の損失であり、すべての部門で損

失となっている。 

 

(3)宿泊部門 

直接事業損益は一見高収益に見えるが、減価償却費と金利負担は対収入計上

額(以下対売上と表示する)37％にも達しており利払い後では－9.1％と赤字に

なっている。これは、宿泊部門が設備によっていることを表している。 

利払後の損失は10,960千円であるが、一般的なホテル旅館業の変動比率20％

(※)から逆算すると収支を均衡させるには 13,700千円(11.4％)の収入増が必

要になる。平成 20年度の宿泊利用者数は 22,793人であり宿泊稼働率は 51.3％

であった。宿泊客数 2,593人増、宿泊稼働率は 5.8％増の 57.1％を達成する必

要がある。 

 

(※)ＴＫＣ経営指標平成21年指標版旅館ホテル業の変動比率21.3％から、20％とした。 

 

(4)会議休憩部門 

変動費は少ないとみられることから、たとえ単純に廃止しても損益にいい影
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響を与えるとは思われない。また、キャッシュフローにおいても現在は年間 3

百万円程度の負担である。 

長期的には二階の広間部分の客室への改装と連携して夕食レストランとして

の利用や宴会場としての活用により収益が発生しやすくする方法も考えられる

が、現在はこれ以上損失の発生を増やさないといった消極的対応が最良かもし

れない。 

 

(5)食事部門 

食事部門は、直接事業損益が 12,369千円の赤字となっている。これに減価償

却費および金利を加算すると最終的には部門利益は 29,434千円の赤字になっ

ている。 

食事部門においては少なくともキャッシュフロー上資金の持ち出しとなって

いる直接事業損益の均衡が目標になる。少なくとも年間 12,369千円の収支改善

策を具体的に策定する必要がある。 

食事人件費比率は 51.3％と 50％を超えている。ホテル業等の食事部門の人件

費比率のベンチマークとして適当な数値は入手出来なかったが桂浜荘全体の人

件費比率は比較的高いことは先に触れた。その人件費の 60％を食事部門が占め

ていることから食事部門の人件費の改善無くして人件費の改善は実現不可能で

ある。桂浜荘の厨房施設の効率の悪さは過去の経営改善案や外部監査で指摘さ

れたとおりであり、いわば人海戦術で効率の悪さをカバーしている面は認めざ

るを得ないものの、そのことと人件費の見直しは別の問題である。単に、人件

費の低減を目指すのではなく、作業手順自体の見直しや、シフトの見直し、繁

忙時の対応等多角的側面からの改善を検討する必要がある。 

食事材料費は、38.4％となっているが桂浜荘は和食が中心であり材料費は高

めになる傾向はあるが逆に桂浜荘ではメニュー点数が抑えられておりその分低

くなる傾向も考えられる。ホテル業の食事材料費について比較可能なデータは

入手出来なかったが、ホテル経営で目安とされる食事材料比率は 35％程度とす

るのが一般的であることから、桂浜荘の食事材料比率は現在のサービス内容を

維持したまま若干の改善の努力が必要なレベルと判断される。 

なお、ここでは食事材料比率については、メニューの見直しやコース料理の

構成の見直しといった経営戦略に係わる部分をいっているのではなく、あくま

で仕入れ努力や、材料の利用方法による改善を目指すべきものであり、決して

サービス内容の低下を伴うものであってはならない。 

物件費については、個別に対応することが困難な部分が多いが、委託費等見
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直しの可能性がある部分はこまめに対応する必要がある。 

 

(6)飲料部門・売店部門 

飲料部門・売店部門は、全体の収入の約 14％を占めている。直接事業損益は

135万円の利益を計上しており、少なくともキャッシュフロー上は貢献してい

るが、利払い後の利益は 263万円の赤字となっている。 

売店の材料費比率は標準的比率となっている。また、飲料の材料費比率は酒

場、ビヤホールの材料費比率 33.1％に比較し若干高くなっているが販売単価が

低めに抑えられていることによる影響が大きく、両者とも仕入れ面での大きな

改善は望めない。総合的な人件費対策が望まれる。 

 

7.設備改修の必要性の判断について 

(1)客室の特徴 

現在の桂浜荘の客室設備は、多人数和室対応が主要設備となっており、宿泊

ニーズの高い少人数洋室設備がわずか 3室しか用意されていない。このため、

平成 20年度についてみれば客室の稼働率は 74.3％と高いのであるが、宿泊定

員に対する定員稼働率は 51.3％となっている。平成 18年度に 3室の洋室化を

行っているが平成 20年度の洋室の稼働率は客室稼働率 74.2％、定員稼働率

70.1％と両者にほとんど乖離のないものになっている。 

 

(2)効率の悪い厨房とレストランの配置 

桂浜荘はレストランと厨房が別の階に配置されておりその効率性の悪さは各

種検討会や調査により指摘されているところであり今更の感もあるがここに再

び指摘しておく。この効率の悪さは、特に人件費面での不効率となって現れて

いる。レストランと厨房の関係を改善することでの人件費を含めた経費への影

響は相当な金額になると予想される。 

 

(3)会議室の用途の変更について 

会議室の利用頻度が非常に低いことはこの後の項でふれるが、平成 20年度に

おける会議室の主として会議での稼働率は日単位では 20％台となっており、収

入ベースでの稼働率は休憩を含め 6％となっている。いわゆるコンベンション

機能を保有することは宿泊施設の付加価値を高めるものであるが、現在の桂浜

荘の総花的な機能の保有はこの時期に見直すことも必要である。 

自らの施設の機能を再検討し会議室については、夕食会場および遊戯室とし
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て利用することで厨房とレストランの有機的な機能性の低さをカバーし、娯楽

施設から遠い桂浜荘の夜間の時間の娯楽の提供による宿泊者へのサービスの向

上が可能となる。思い切った会議施設の保有からの撤退を検討すべきである。 

 

(4)施設機能の整理 

施設について比較的効果の大きい改修をまとめると以下のようになる。この

うち②と③については比較的コストをかけずに実現が可能なものであり、かつ

利用者の利便性も大きく向上させるものである。 

① 2階大広間の洋室ツインルーム 5部屋への改修 

② 1階レストラン部分のコーヒーショップ、簡易なバー施設化とロビー機能の

充実 

③ 地階会議室の夕食会場化   

 

(5)今後 15年間を見据えた設備の総合的改修 

建築後約 15年経過している桂浜荘は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の

「建物のライフサイクルコスト」の計画更新年数によれば、建物の主要部分は

今後 15年程度、大規模な改修無しで使用可能であるとみられる。すなわち、桂

浜荘の今後の計画はこの 15年という年数を念頭に検討されるべきである。 

例えば上記①について1部屋あたりの工事費が少なくとも15年で回収できる

かということが意思決定の基準になる。すなわち、工事費が 1部屋あたり 1,500

万円であれば 1日あたりの負担額は 2,740円となり現在の 1人あたりの標準的

室料 7,140円の 38％にあたり、3,000万円であれば、1日あたりの負担額 5,480

円は 1人あたりの標準的室料の 77％にあたるということである。 

②③についても今後約 15年桂浜荘をどの様に経営していくかという観点か

ら検討されるべきである。 

 

(6)改修しないことも含めた早い時点の意思決定 

これらの追加投資は現状の桂浜荘の経営状態からはなかなか理解を得られる

ものではない。しかし上記①は収入の純増をもたらす。②③は比較的小さい投

資で利用者の利便性を大きく向上させる可能性がある。上記(5)の年数も考慮し

早い時点の意思決定が望まれる。 

 

(7)空調設備老朽化に対応した計画的更新 

桂浜荘は建築後約 15年経過しており空調設備についてみると、前記「建物の
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ライフサイクルコスト」による空調設備の計画更新年数 15年をすでに経過して

いる。また現在の空調設備は集中冷暖房であるため、利用者からもこの各部屋

毎に調整できない空調設備についてのクレームが多数寄せられている。桂浜荘

の空調設備については設備の機能自体も相当に劣化しておりさらに個別分散型

への要請もあり、更新について計画的に取り組む必要がある。 

 

8.宿泊料等の料金請求手続について 

(1)宿泊料等の料金請求手続 

桂浜荘の宿泊料金等は高知市国民宿舎条例および同施行規則(以下条例およ

び施行規則という。)に従って徴収しなければならない。桂浜荘は現在公社が指

定管理者として管理しているが、条例第 11条の利用料金制を取っていない。こ

のため宿泊料等の減免の権限は指定管理者にはなく、条例第 9条により市長の

決裁を受けなくてはならないことになっている。 

桂浜荘では、宿泊料等の請求は「フロントシステム」から請求書を発行して

行っている。請求発行までの簡単なフローは、予約の時点でフロントシステム

に夕食等の種類まで含めて入力可能な事項は入力しておき、宿泊前日の夕方「部

屋割表」を出力してフロントに用意する。 

到着後の変更事項や追加料理等は、すべて「部屋割表」に手書きで記入し、

夕食終了後に追加料金や追加飲料の情報をフロントシステムに入力し請求書を

印刷しておく。なお、追加料金の部屋割表への転記は原始証票である注文伝票

をもとにおこなわれるが広間等レストラン以外でのいわゆる直接追加注文は、

注文伝票が作成されなかったり、簡易なメモによられたりしている場合がある。 

また、朝食時のコーヒー等フロントシステム締切後の追加については宿泊料

等の精算時に別途現金で支払を受けている。 

 

(2)請求書の内容検証結果 

平成 20年 8月に発行された請求書(729件、合計売上金額 36,404,775円)に

ついて、伝票及び部屋割り表とシステムから出力された請求書(控)、入金管理

集計表等を照合した結果以下のような問題点が発見された。 

① 広間、会議室等での宴会での追加注文について 

夕食時の追加注文は原則的には注文伝票を介在しておこなうことになって

いるが、広間、会議室等レストラン以外の部屋で飲食した場合の追加注文は

口頭や簡易なメモによりおこなわれており、注文伝票に関し以下のようなこ

とが発生している。 
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ⅰ)  請求書には記載されているが部屋割表には何も記載されていない追加料

理等があった。このようなことが発生する理由は、追加注文をフロント

システムには入力したが部屋割表への記載作業が抜けるとこのようなこ

とが発生するということである。  

ⅱ)  レストラン以外での追加注文については注文伝票が一切作成されていな

かった。  

ⅲ)  注文伝票自体の様式が統一されていなかった。  

ⅳ)  注文伝票に日付が記入されていないものがあった。  

ⅴ)  上記のメモは、転記後直ちに廃棄されている。また、注文伝票の一部は

伝票自体が紛失しているものもあった。  

 

② 請求漏れのものについて 

請求書の内容確認の結果、請求漏れ(請求不足を含む)のものが 8件 16,711

円発見された。これは 8月の請求書発行数 729件の約 1.1％になっている。

原因はフロントシステムへの単純な入力漏れや入力ミスと思われる。 

 

③ 規定以上の料金を請求しているものについて 

請求書の内容確認の結果、過大請求のものが 6件 45,440円発見された。こ

れは 8月の請求書発行数 729件の約 0.8％になっている。 

このうち 3件の原因はフロントシステムへの単純な入力漏れや入力ミスと

思われ、残り 2件は幼児を添い寝扱いにし無料としたため割引料金の適用が

出来なくなったため発生しておりタリフの理解が不十分だったためと思わ

れる。また残り 1件は団体に対し割引条件に該当するものについても全員に

均一料金を適用したため発生している。 

 

④ 料金を徴収していないものについて 

施行規則では、小学校児童及び 3才以上の幼児についても宿泊料を徴収す

ることとしているが、部屋の定員等を考慮して添い寝として布団を敷かない

場合には料金を徴収していない。 

8月においては 10部屋 13名の幼児、児童の料金が徴収されていないもの

が発見された。なお、これは宿泊客と相談の上、その都度の判断によってい

る。他のホテル等においてもこのようなサービスは一般的に実施されている

が、現状では条例違反にあたる。 
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⑤ 料金を減額しているものについて 

団体客、お得意様を理由に施行規則に定められた料金を減額し、又は、無

料としているものが発見された。8月においては料金が減額されているもの

が 5件発見された。このうち 3件は入浴料カラオケ料金等のサービスであっ

たが 2件は団体に対し割引条件に該当しないものについても全員に均一料金

を適用したため発生している。 

これらは一般的なサービスの範囲内であると思われるが現状では条例違反

である。 

 

(3)追加注文のフロントシステムへの入力作業の定型化と確認作業の確立 

上記(2)①から③は追加注文の手続が定型化されていないために発生してい

る部分が大きい。今後、以下の留意点に注意しながら公社のフロント担当者を

中心に内部で検討し適切な様式と手続を設定されたい。 

① 注文伝票について 

注文伝票の様式および取扱は統一されなければならない。すなわち、注文

受けに際し個別のメモや口頭によることなく必ず統一された様式の注文伝

票を使用し、追加注文は必ず注文伝票に記載することとしなければならない。

また日常の業務において決められた手続が遵守されるよう指導監督しなけ

ればならない。 

 

② 部屋割り表について 

部屋割り表は、部屋ごとの宿泊状況と事前に予約された料理が印字された

ものであり、印字後の変更や追加を記入するスペースは正式には用意されて

いない。公社では、一覧性を重視し、この印字された部屋割り表をフロント

システムの最終入力資料としている。 

しかし、注文伝票等からの転記作業を経なければならず、転記ミスや転記

事務作業の無駄等を考慮すると、追加注文等の原始証票である注文伝票から

直接フロントシステムに入力する方法を検討すべきである。 

また、従来の部屋割り表をフロントシステムの最終入力資料とするのであ

れば、変更事項や追加注文等に関する事項を記入する枠を設ける必要がある。

また、追加注文等の原始証票は注文伝票であり、必ず毎日の部屋割り表に添

付して保管する等その保管方法を改善する必要がある。 
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(4)利用料金制の導入または宿泊料金等の設定の裁量権について 

この項においては、細かいとも思える料金サービスについても指摘している

が、この指摘は誤解を恐れず表現すれば、規定類の厳密な適用を要請している

ものではない。 

ホテル業は、料金の設定から割引き等の対応について現場での裁量によらな

くてはならない部分が大きい業種である。現在、公社はパック料金等の企画商

品の設定に際しては市長の決裁を受けているのであるが、日々の些細なサービ

スや、いわゆる融通を利かせると言った営業行動については事前に市長の決裁

は経ておらず、規定類の厳格な適用を要請すれば、厳密に言えば条例に違反し

た状態となっている。 

これらは、利用料金制に移行すればほとんど解決するのであるが、もし利用

料金制を導入することが難しいとの判断がある場合でも公の施設という制約は

あるが、料金設定や割引サービスについて公社に何らかの裁量権を付与する方

法を検討すべきである。 

 

(5)条例の料金計算の矛盾点 

条例別表の 1の備考 5は「3歳未満の幼児の宿泊料は無料とし、利用人数に

算入しない。」としている。この規定を適用すると、以下のように、大人 3名 3

歳未満の幼児 1名の計 4名で宿泊した場合に比較し、大人 3名 3歳以上の幼児

1名の計 4名で宿泊した場合の方が 1泊 1,580円安いという矛盾が生じる。条

例の別表の規定について改正を要する。 

 

(例) 和室(バス・トイレ付)に 

(a) 大人 3名 3歳以上の幼児 1名の計 4名で宿泊した場合 

4人以上の割引料金が適用される。 

大人 4人以上料金  6,090×3  ＝18,270円 

幼児 料金             1,570円 

合計               19,840円 

(b) 大人 3名 3歳未満の幼児 1名の計 4名で宿泊した場合 

4人以上の割引料金が適用されない。 

大人 3人以下料金  7,140×3  ＝21,420円 

幼児 料金               0円 

合計                21,420円 
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9.その他の経営改善策について 

(1)組織の見直し 

① 公社の内部組織について 

公社は従来行っていた桂浜公園駐車場の管理委託が、財団法人高知市都市

整備公社が同事業の指定管理者となったため、平成 17年度を以て終了し実

質的業務は桂浜荘の指定管理者としての管理業務のみとなったが、抜本的な

組織の見直しを行っていない。そのため理事長の下に事務局長がありその下

に桂浜荘の支配人が来るという管理職が重層的に存在する組織になってい

る。また、フロント、応接、調理のそれぞれの長の権限や責任が明確にされ

ているとはいい難い状況であった。 

この際、生産性の低い管理部門については見直しをおこない軽量化すると

ともに、実戦部隊であるフロント、応接、調理のそれぞれの長の権限や責任

を明確化し、材料費比率の改善や、勤務シフトの見直しによる人件費の改善

等経営に参加しているという意識付けをするとともに指揮命令系統を整理

する必要がある。 

また、支配人業務については平成 18年度より(株)休暇村サービスからの派

遣によっているが、4年経過した現在でも派遣に頼っており内部からの育成

やヘッドハンティングによる業務の内部化は出来ていない。支配人業務はホ

テル業にとってまさに核心にあたる業務である。公社においても支配人業務

の今後の方針については、指定管理期間が 3年という制約はあるが一定の方

向性を出す必要がある。 

 

② 公社自体の組織について 

公社が従来行っていた桂浜公園駐車場の管理委託は、財団法人高知市都市整

備公社が同事業の指定管理者となったため、平成 17年度を以て終了している。

桂浜荘の指定管理期間は平成 23年度を以て一旦終了する。現在の公社の主要業

務が桂浜荘の指定管理しかないということを考慮すると、公社として長期的抜

本的対応が取りづらい状況にあることは明白であり、このことが公社の運営に

よい影響を与えているとは考えられない。心情的には出来るだけ先延ばしした

い問題ではあるが、高知市は公社の今後について存廃や改組も含めて一度机上

に乗せて議論し方針を出すことが必要な時期にきていると思われる。  

 

(2)会議室の有効利用について 

7.においては施設全体の大規模な機能整理と改修についてふれたが、ここで
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は、施設の改修を伴わない会議室部分の有効利用についてふれる。 

平成 20年度における会議室の利用状況は、日単位で集計して以下のとおりで

ある。会議室は、昼食場所や宴会場としても利用されておりそれらすべての利

用が食事を含めた利用であり、食事等の利用を控除したものが主として会議の

利用である。また、大会議室は、区分して利用されることが多くそのため会議

室 1から会議室 4に分割して分析した。 

これによれば、主として会議での利用は 20％台となっており食事場所として

の利用を含めても 30％台前半の利用となっており、決して高い利用状態とは認

められない状況である。またこれは、日単位で集計しているため午前、午後、

夜間の利用区分による集計の利用率はさらに低くなるものと思われる。 

 

収入計上額でみると、休憩を含めた金額ではあるが平成 20年度にはわずか

146万円しか収入が上がっていない。これを 1日あたりでみると 4,024円であ

り 1日あたりの最大可能利用料 64,140円の 6％に相当する収入になっている。

すなわち収入ベースでの稼働率は 6％ということになる。 

いわゆるコンベンション機能を保有することは宿泊施設の付加価値を高める

ものであり、その部分から稼得される直接的収益だけでその存在価値を評価で

きないことは十分理解できるのであるが現在の桂浜荘の会議室部分は明らかに

低い稼働率と言わざるを得ない。 

会議室スペースを利用した商品としては、現在も割引料金を適用し1泊8,000

円で販売される会議研修パックがあるが土曜・休前日・ＧＷ・お盆・正月期は

対象外となっている。土曜・休前日については過去の予約状態のデータ等から

判断し柔軟に対応することも検討する必要がある。また、料金についても、食

事の内容や閑散期を考慮したさらに廉価な商品の用意も検討されるべきである。 

本外部監査で検討した限りでは、先に触れた会議室のレストランへの機能の

移行は現実味もありかつ効果も高いと思われる。しかしそのような対応がなさ

れない場合でも、会議室の稼働率を数値として認識し有効活用について検討を

進める必要がある。 
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(3)送迎用バスの運行方法の見直しについて 

① 送迎用バスの運行状況およびコスト 

現在桂浜荘が所有している送迎用のバスは大型(定員 40名)中型(定員 28

名)小型(定員 9名)の 3台である。このうち小型バスは、公用車としての利

用もされている。一方、これらのバスの維持運行費は平成 20年度には 437

万円かかっている。この維持運行費のうち 258万円が運行委託費(運転業務

の委託)であり 70万円が燃料費である。 

 

 

 

上記は平成 20年度におけるバスの運行日報から集計した運行日数および

運行回数である。なお運行回数は片道利用を 1回の運行として集計している。

また、日報にはすべての運行について利用人数の記入があったわけではない

ため、利用人数の集計は出来なかった。 

上記維持運行費と運行回数から単純に計算すると 1運行あたりのコストは

減価償却費算入前で 5,172円になる。減価償却費についてはあくまで概算年

間 300万円程度とすると 1運行あたりのコストは 8千円から 9千円とみられ

る。これらの金額は厳密なものではないが一応の目安として提示している。 

② 車両の更新等について 

桂浜荘の車両はいずれも製造後十数年経過しており近い将来更新等につい

て検討しなければならない時期が来る。 

ⅰ) 大型バス 

近い時期に車両の更新時期が到来する大型バスについてみると、人数

の記入のあった 145回の運行のうち利用人数が中型の定員以下であった

ものが 69回であった。また 25人以上の利用のうち 18回は集中的な合宿
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による利用であった。これらから大型バスが必要な運行回数は年間多く

ても 150回以内とみられる。 

一方大型バスは、車両自体の価額や維持費が高額となることが予想さ

れることから、今後は自前では対応せず、必要に応じて送迎自体を外部

に委託する等の方法に変更すべきである。 

ⅱ) 小型バス 

小型バスについては、年間で 105回しか使用しておらず自ら所有する

必要性は非常に低いと判断せざるを得ない。今後更新しない方向で検討

すべきである。 

ⅲ) 中型バス 

中型バスは年間運行回数が 488回に上っており、需要は非常に高く営

業にも十分な貢献をしていると認められる。しかし中型バスは中古車市

場においても比較的需要が大きく高値傾向があり、車両を自前で調達す

るか否かについては慎重に検討する必要がある。必要に応じて送迎自体

を外部に委託する等の方法もふくめて今後の対応を検討すべきである。 

 

③ 送迎コストの原価計算 

なお、バスの送迎はほとんどが宴会に関連している。ここにその詳細を検

討することは出来ないが非常にラフな計算を提示しておく。 

すなわち飲み放題 5千円のプランで計算すると材料費比率 40％、変動人件

費比率 20％変動経費比率 10％限界利益率 30％とすると一人あたり 1,500円

の限界利益が見込まれる。 

これに対し 1回の送迎では、2万円かかるとすると 14人以上の宴会でない

と送迎した場合損失が発生するということになる。 

これは非常にラフな前提での計算であるが、送迎を委託する場合でも、個

別に原価計算した場合損失が発生する宴会があり、それに対しどのように対

応するのかすなわち損がでても受注するのか、その判断基準も含めて基本方

針は理事会等で決定しておく必要がある。 

 

(4)委託契約について 

平成 20年度までは委託費のほぼすべてがいわゆる随意契約によりおこなわ

れており、その経済性は非常に低いものであったと言わざるを得ない。平成 21

年度に委託費の契約を見直し、見積あわせを実施し設備の設置業者以外でも仕

様に適合していれば契約することにした。その結果が以下の表である。 
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契約の見直しにより 287万円の委託費の節減が図れたわけであるが、委託費

に限らず食事材料の仕入れ等においても経費の節減の余地があるものと思われ

る。旧来の方法にこだわることなく、契約等見直す必要がある。 

 

(5)キャンセル待ちの制度化 

桂浜荘では、満室時のキャンセル待ちの手続については制度化されていない

が、他の国民宿舎ではキャンセル待ちを制度化しているところも少なくない。 

キャンセル待ちが年間どの程度発生しどの程度有効に機能するかは別として

利用客の利便性の向上と、見込み客の確保のため簡便なものでもかまわないか

らキャンセル待ちの制度化を早急に行うべきである。 

 

(6)スポーツに限らないサークル活動の合宿誘致 

桂浜荘の経営改善方針ではスポーツ合宿の誘致を推進することとしている。

しかし、この営業の着眼点は何もスポーツ合宿に限定する必要のないものであ

る。 

大学や企業にはスポーツ以外のサークルも多数あり、中には季節に左右され

ない活動をしている文化系サークルもある。桂浜荘としては閑散期にあたる梅

雨時期や冬季にこれら季節に関係のないサークルやニーズの掘りおこしをする

ことで新たな商品の開発可能性は大いに存在する。例えば梅雨時期にオーケス

トラ部の新入生歓迎合宿を誘致するとか、冬季に受験生の最終強化合宿を誘致

するとかである。 

スポーツ合宿の誘致という営業の着眼点は何もスポーツ合宿に限定すること

なく、広く需要を探るべきである。 

 

以  上 
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個別外部監査の結果に関する報告に添えて提出する意見 

1.改築計画意思決定の責任の明確化 

改築計画当時の収支計画の問題点は監査の結果において指摘しているが、桂浜

荘の経営について検討するに際して、まずもって、そもそもの問題の所在の根本

を明らかにし、当初の意思決定について厳しく評価しもし誤りがあったのであれ

ばそれを認め、一定の総括をする必要がある。このことは、過去のしがらみをい

ったん精算することも意味している。 

 

2.公社の体質改善の必要性 

監査の過程で各種資料を閲覧し、ヒアリングをおこなった結果受けた感想であ

るが、同一のコストでよりよいサービスや料理を提供する、または、より安いコ

ストで同様以上のよりよいサービスや料理を提供するといった、民間企業では日

常的におこなわれている経営努力に対する認識が非常に弱いという感触を受けた。

すなわち、行政でよく言われる「予算の範囲内」といった感覚や「いざとなれば

親(市)頼み」といった発想が業務の端々に窺えたことは否定できない。 

このことは高知市の外郭団体という公社自体の出自に端を発している可能性は

大きいが、高知市の外郭団体である公社にそのような経営感覚といったものを求

めることが無理であるならば、公社を通じての桂浜荘の経営の健全化といったこ

とは非常に困難になる。公社は、自らの体質の根本的な改善に取り組む必要があ

る。 

 

3.具体的経営数値目標の設定 

桂浜荘の現在の資金流入額を以て、桂浜荘の経営は健闘していると評価する向

きもある。一方、多額の赤字を以て桂浜荘の経営を、非常に悪いといった評価を

する向きもある。しかし、これらの評価が何を根拠に客観的に評価しているのか

全く不明である。現在桂浜荘には数値で表現された評価の基準となるものが存在

しているとはいえない。 

目標数値の設定方法の参考となるであろう考え方が「一般会計からの繰入方法

についての提案」に記載してある。これは、時間的制約もあり数値の整合性等に

ついて十分な検証を経たものではない。また外部監査人の個人的見解の部分も多

いが一定の方向は示したつもりである。実現可能にして実現には相当の努力が必

要な数値目標を設定し、それに基づいた経営の評価が可能な体制を作るべきであ

る。 
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またこれらの数値は、今後の指定管理者からの納入金(賃貸料に相当)の指標と

もなるべきものである。 

 

4.結論の先送りをやめる 

今後の桂浜荘の経営については施設の一定の改修も含めて 15年程度のスパン

で意思決定する必要があることは監査の結果において指摘している。例えば、各

種経営改善の提案のなかに未着手で今日に至っているものもあり、中には早期に

着手していれば相当の効果を上げたと思われる提案もあった。15年程度のスパン

であれば一定の枠組みの決断は可能なはずである。 

早急に検討し、対応について先送りすることなく決断する必要がある。 

 

以  上 
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